
申告期限は

です

●市市民民税税・・都都民民税税のの申申告告がが必必要要なな方方のの目目安安 一般的な例です。該当しない場合もあります。

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

以下の所得
・・営営業業、、農農業業 ・・利利子子、、配配当当
・・不不動動産産 ・・雑雑
・・譲譲渡渡
・・一一時時金金

●必必要要書書類類 提出書類の返却はいたしません。控えが必要な方は事前にコピーをお願いします。
①①市市民民税税・・都都民民税税申申告告書書
②②令令和和７７年年中中のの収収入入にに関関すするる書書類類
給与・年金の源泉徴収票、報酬の支払調書、収入金額・必要経費の分かる帳簿等(非課税所得に係るものを除く)

③③控控除除にに関関すするる書書類類（（令令和和７７年年中中ののもものの））

※※ 各各種種控控除除のの証証明明書書類類がが添添付付さされれてていいなないい場場合合はは、、そそのの控控除除がが適適応応ででききまませせんん。。
今回の申告に間に合わない場合、再発行等により書類がそろいましたら追加の申告をしてください。

④④ママイイナナンンババーー確確認認書書類類
【本人が申告する場合】
１ マイナンバーカード又は通知カード及び身元確認書類（※）
【代理人が申告する場合】
１ 申告者のマイナンバーカード又は通知カード及び身元確認書類（※）の写し
２ 代理人の身元確認書類（※）及び委任状や戸籍謄本等の代理権を確認できる書類
※ 身元確認書類：顔写真付きの場合は１点(運転免許証、パスポート、在留カード等)
顔写真付きでない場合は２点（キャッシュカード、診察券、源泉徴収票等）

●申申告告方方法法 ①または②いずれかの方法で申告をしてください。
①①郵郵送送
上記必要書類４点を送付先まで郵送ください。

〒２０８－８５０１ 武蔵村山市本町１－１－１　武蔵村山市役所　市民部課税課　市民税係
※受付印が必要な場合には、返信用封筒（住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの）を同封してください

②②持持参参
申告の受付日時、会場等につきましては同封のチラシ及び市ホームページをご確認ください

●おお問問いい合合わわせせ先先等等

⇒

年末調整をしていない

送付先

医療費控除などの控除を追加、変更する
2か所以上からの給与収入がある
給与以外の所得合計が20万円を超えている

⇒

⇒
所得額より控除額の方が少ない
(所得税が課税される)

社会保険料(国民健康保険税や国民年金保険料等)の領収書又は控除証明書、生命保険料・地震保険料等の控除
証明書、障害のある方はその手帳（写し）、学生の方は学生証（写し）、医療費控除又はセルフメディケーション税制の
明細書、寄附金受領証明書等

所得額より控除額の方が多い
(所得税が課税されない)

⇒
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税務署
確定申告

市市都都民民税税申申告告

⇒

主に

給給与与収収入入

　また、同年中に収入が無かった場合でも、申告することにより非課税証明書の発行、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
及び介護保険料の算定資料となりますので期限までに申告してください。

⇒
税務署
確定申告

給与収入以外の所得(20万円以下)がある

　市民税・都民税は１月１日現在お住まいの市（区町村）において、前年中の所得を基準に計算されます。このため、令和７年中
の所得を申告してください。

年金収入のみで、申告する控除がない

誰の扶養にもなっていない
市外在住の親族の扶養になっている

申告義務なし

年金収入以外の所得が20万円を超えている

年金収入以外の所得(20万円以下)がある

年金収入が400万円を超えている
⇒

年末調整済の給与(1か所)のみ

⇒
令令
和和
８８
年年
１１
月月
１１
日日
現現
在在

武
蔵
村
山
市
に
住
ん
で
い
た

３月１６日(月)

税務署
確定申告

ス
タ
ー

ト

⇒

⇒

申告義務なし

申告義務なし

収収入入ななしし

または

非非課課税税ととななるる
収収入入ののみみ

主に

年年金金収収入入

市内在住の親族に税法上の扶養となっている

市市都都民民税税申申告告

昨
年
中
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市市都都民民税税申申告告

　武蔵村山市　令和８年度(令和７年分)
　　　　市民税・都民税　申告の手引き

市市都都民民税税申申告告

給与収入が2,000万円を超えている

市民税・都民税に関するお問い合わせ

武蔵村山市役所 課税課 市民税係

☎ 042-565-1111(代表) 内線123～125

確定申告の作成・お問い合わせ

国税庁 立川税務署

☎ 042-523-1181(代表) 自動音声案内

はは
いい

いいいいええ

待ち時間が無い

郵送での提出が

便利です！

申告義務がない方でも

行政サービス等を利用

の際に申告が必要な

場合があります

非課税となる収入とは

・遺族年金・障害年金

・雇用保険等です

【郵送の場合】

障害の手帳、学生証、身分証明書、

マイナンバーカード等は

写写ししを同封してください

令令和和８８年年度度にに適適用用さされれるる制制度度改改正正ポポイインントト

①①所所得得税税のの基基礎礎控控除除額額がが改改正正 ②②給給与与所所得得控控除除のの最最低低保保証証額額のの見見直直しし

改正前：４８万円
改正後：５８万円・６３万円・６８万円・８８万円・９５万円

※ 市市民民税税・・都都民民税税のの基基礎礎控控除除額額にに変変更更ははあありりまませせんん
市市民民税税・・都都民民税税のの基基礎礎控控除除額額：：４４３３万万円円

③③各各種種扶扶養養控控除除等等にに係係るる所所得得要要件件のの引引きき上上げげ ④④１１９９歳歳以以上上２２３３未未満満のの親親族族にに対対すするる特特別別控控除除のの新新設設
引き上げとなるのは以下の項目です （（特特定定親親族族特特別別控控除除））

・ 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 ５８万円超

９５万円超
１００万円超

４８万円→５５８８万万円円 １０５万円超
・ 勤労学生の合計所得金額 １１０万円超

７５万円→８８５５万万円円 １１５万円超
・ １２０万円超

５５万円→６６５５万万円円

●市市民民税税・・都都民民税税のの計計算算方方法法

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧均等割額内訳 ④所得割税率

※

●●所所得得のの種種類類 ●●給給与与所所得得のの速速算算表表
1 農産物の生産、果樹栽培、家畜の育成等
2 土地や建物から生じる家賃、地代等
3 公社債・預貯金の利子等

株式や出資金に対する利益の配当、
投資信託の収益の分配等

5 土地・建物、株式等以外の資産の譲渡
6 生命保険の一時金・満期金等
7 給与、賃金、賞与等

１～７に当てはまらないもの

●公公的的年年金金所所得得のの速速算算表表

●非非課課税税ととななるる場場合合
1 ①～③のいずれかに該当する方は市民税・都民税が非課税となります。

① 令和８年１月１日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
②

申告の受付日時、会場等につきましては同封のチラシ及び市ホームページをご確認ください合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族なしの場合：４５万円
扶養親族ありの場合：３５万円×（本人＋扶養人数）＋１０万円＋２１万円

※※②②、、③③にに該該当当すするる方方はは市市民民税税・・都都民民税税のの申申告告がが必必要要ととななるる場場合合ががあありりまますす。。
2 総所得金額等が次の金額以下の方は所所得得割割ののみみ非非課課税税

３５万円×（本人＋扶養人数）＋４２万円

税
額
控
除

配
当
割
控
除
等

公的年金等の
収入合計額【C】 1,000万円以下

年金受給者
の年齢

給与収入金額【A】 給与所得金額
0円

A - 650,000円
～650,999円

651,000～1,899,999円

6,600,000円～8,499,999円
8,500,000円～公的年金、シルバー人材センターからの配分金、

1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等以外の雑所得の合計所得金額

2,000万円超

1,000円

1,900,000円～3,599,999円 【B】A÷４
※千円未満
端数切捨て

B × 2.8 - 80,000円

3,600,000円～6,599,999円 B × 3.2 -440,000円

A × 0.9 - 1,100,000円

65歳未満
(昭和３６年

１月２日以降
生まれ)

令和８年１月１日時点で障害者・未成年者（既婚者を除く、１８歳未満の方）・ひとり親・寡婦で合計所得金額が１３５万円以下
の方

－ ⇒ × ⇒ － － ＋

所
得
控
除
額

課
税
総
所
得
金
額

所
得
割
税
率

算
出
所
得
割
額

給与

配当4
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不動産
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利子

譲渡
一時

総
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A - 1,950,000円

(

1
0
0
円

合
計
年
税
額

65歳以上
(昭和３６年

１月１日以前
生まれ)

10,000,000円～
C × 0.95 － 1,355,000円 C × 0.95 － 1,255,000円

～3,300,000円未満
3,300,000円～4,099,999円

7,700,000円～9,999,999円
C － 1,955,000円

C × 0.95 － 1,455,000円

C × 0.75 － 275,000円
C － 1,100,000円

C － 1,855,000円 C － 1,755,000円

4,100,000円～7,699,999円 C × 0.85 － 685,000円 C × 0.85 － 585,000円 C × 0.85 － 485,000円

C － 1,000,000円 C － 900,000円
C × 0.75 － 175,000円 C × 0.75 － 75,000円

10,000,000円～ C － 1,955,000円 C － 1,855,000円 C － 1,755,000円

～1,300,000円未満 C － 600,000円 C － 500,000円 C － 400,000円
1,300,000円～4,099,999円 C × 0.75 － 275,000円 C × 0.75 － 175,000円 C × 0.75 － 75,000円
4,100,000円～7,699,999円 C × 0.85 － 685,000円 C × 0.85 － 585,000円 C × 0.85 － 485,000円
7,700,000円～9,999,999円 C × 0.95 － 1,455,000円 C × 0.95 － 1,355,000円 C × 0.95 － 1,255,000円

合計所得金額によって所得税の基礎控除額が変わり
ます

９５万円以下
１００万円以下
１０５万円以下
１１０万円以下
１１５万円以下
１２０万円以下
１２３万円以下

合計所得金額

１９０万円超の方は給与所得控除に変更はありま
せん

特定親族特別控除額

４４５５万万円円

３３万万円円
６６万万円円

１１１１万万円円
２２１１万万円円
３３１１万万円円
４４１１万万円円

給与収入が１９０万円以下の範囲の方は、
給与所得控除額は６６５５万万円円に変更となります

※　

⑧

均
等
割
・

森
林
環
境
税

市民税
都民税

森林環境税

3,000円

雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所
得金額等

家内労働者の特例における経費に算入する金額
の最低保証額 １２３万円超

森林環境税は国内に住所を有する個人に対して
令和６年度から課税される国税です。

控除対象外

　
未
満
切
捨

)
1,000円

市民税 6%
都民税 4%
合計 10%＝

合計 5,000円

⑨



●所所得得控控除除 →→令令和和８８年年度度改改正正項項目目 →→新新設設

本人、扶養親族等が災害、盗難等により損失を受けた場合 控除額は次の①と②のいずれか多い額 合計所得金額が2,400万円以下 控控除除額額4433万万円円

※盗難届、罹災証明等の証明書が必要です。 ①①  ((AA))  --  総総所所得得金金額額のの1100%% 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 控控除除額額2299万万円円

損害金額等 - 保険金等による補填額 = 差引損失額(A) ②②  ((AA))ののううちち災災害害関関連連支支出出のの金金額額  --  55万万円円 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 控控除除額額1155万万円円

本人や扶養親族等の医療費を支払った場合 合計所得金額が2,500万円超 控控除除額額00円円

※医療費控除を受ける場合、セルフメディケーション税制の適用は受けられません。 合計所得金額が5588万万円円以下の生計を一にする扶養親族がいる場合

(医療費の支払額 - 保険金等による補填額) - (10万円又は総所得金額等の5%のいずれか少ない額) 一般 16歳以上(平成22年1月1日以前生まれ) 控控除除額額3333万万円円

限限度度額額220000万万円円 特定 19歳 ～ 22歳(平成15年1月2日～平成19年1月1日生まれ) 控控除除額額4455万万円円

本人や扶養親族等の特定一般用医薬品等を購入した場合 老人 70歳以上(昭和31年1月1日以前生まれ) 控控除除額額3388万万円円

※セルフメディケーション税制の明細書、健康診断の結果通知表等の一定の取組を行ったことを明らかに 同居老親等 老人扶養のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居 控控除除額額4455万万円円

する書類が必要です。 合計所得金額が5588万万円円以下の生計を一にする配偶者がいる場合

※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、医療費控除は受けられません。 控控除除額額  3333万万円円 (老人控除対象配偶者である場合は3388万万円円)

(特定一般用医薬品等購入費 - 保険金等による補填額) - 1万2千円 限限度度額額88万万88千千円円 控控除除額額  2222万万円円 (老人控除対象配偶者である場合は2266万万円円)

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護医療保険料及び国民年金保険料等を支払った場合 控控除除額額  1111万万円円 (老人控除対象配偶者である場合は1133万万円円)

※国民年金保険料は控除証明書又は領収書の添付が必要です。 控控除除額額はは支支払払額額全全額額 一般・老人ともに控除なし

第１種共済掛金と心身障害者扶養共済掛金、確定拠出年金法の企業型及び個人型加入者掛金を支払った

場合 ※掛金の証明書が必要です。 控控除除額額はは支支払払額額全全額額 （（特特別別控控除除）） ※特別控除に該当する方は扶養人数には含まれません。

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合

※生命保険料控除は控除証明書の添付が必要です。

58万円超

95万円超

100万円超

105万円超

110万円超

115万円超

120万円超

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれ上記計算式で計算

した控除額の合計額  ((限限度度額額  7700,,000000円円))

一般生命保険料・個人年金保険料については、新契約と旧契約の両方について

控除の適用を受ける場合､新契約と旧契約それぞれ上記計算式で計算した控除額の

合計額  ((限限度度額額  2288,,000000円円))

地震保険料・旧長期損害保険料を支払った場合

※地震保険料控除は控除証明書の添付が必要です。

●税税額額控控除除
都道府県・市区町村、東京都共同募金会及び日本赤十字社東京都支部、市・都が条例で指定した団体に対する

寄附を行った場合

※ 寄附金控除は必ず寄附金受領証明書の添付が必要です。

※ 市民税・都民税の申告をされた方はふるさと納税ワンストップ特例制度の対象にはなりません。

次の①と②の合計額を市民税・都民税所得割額から控除

① (寄附金 - 2,000円) × 10%(市民税6%、都民税4%)

大学、高等学校等の学生で、合計所得金額が8855万万円円以下の場合(給与所得以外の所得金額が10万円以下の ② (寄附金 - 2,000円) × ｛90% - (所得税の適用税率 × 1.021)｝

場合に限る。)  ※学生証、在学証明書等の証明書が必要です。 控控除除額額2266万万円円  (市民税3/5、都民税2/5) ※ ②は市民税・都民税の調整控除後の所得割の20%が限度

身体障害者手帳1級又は2級、精神障害者保健福祉手帳1級、

愛の手帳1度又は2度等を所持している場合 控控除除額額3300万万円円

上記以外の障害者の場合 控控除除額額2266万万円円

身体障害者手帳1級又は2級、精神障害者保健福祉手帳1級、 (寄附金 - 2,000円) × 10%(市民税6%、都民税4%)

愛の手帳1度又は2度等を所持している場合 控控除除額額3300万万円円 (寄附金 - 2,000円) × 6%(市民税のみ)
上記以外の障害者の場合 控控除除額額2266万万円円 (寄附金 - 2,000円) × 4%(都民税のみ)
同居する扶養親族が特別障害者の場合 控控除除額額5533万万円円 ◆ 他に配当控除、配当割額控除額及び譲渡割額控除額の控除、外国税額控除があります。

95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 控除適用なし

6万円 控除適用なし
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 控除適用なし

9万円 控除適用なし
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 控除適用なし

11万円

105万円超110万円以下 26万円 18万円

0円 0円 控除適用なし

6万円 4万円 2万円 控除適用なし
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 控除適用なし

0円

ひひととりり親親控控除除

寡寡婦婦控控除除

15,001円 ～

③ ①と②の両方の場合

支払保険料の金額 控控除除額額

50,001円 ～

支払保険料 × 1/2

25,000円(限度額)地地震震保保険険料料控控除除

10,000円(限度額)

①で求めた金額+②で求めた金額(限度額25,000円)

② 旧長期損害保険料

1円 ～ 5,000円

5,001円 ～ 15,000円

寄寄附附金金控控除除

控控除除額額寄付先

勤勤労労学学生生控控除除

障障害害者者控控除除

本人
特別

① 地震保険料
1円 ～ 50,000円

支払保険料の全額

扶養者
特別

一般

115万円超120万円以下

125万円超130万円以下

133万円超

都道府県・市区町村
(ふるさと納税)

東京都共同募金会及び
日本赤十字社東京都支部

市・都両方の条例で指定

市条例のみで指定

一般

次の要件をすべて満たす人
①令和7年12月31日時点において、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない人で、扶養親族であ
る子又は総所得金額等が5588万万円円以下の生計を一にする子がいる
②合計所得金額が500万円以下である
③事実上婚姻関係にあると認められる相手がいない                              　　　　　　　　　　　　　　 控控除除額額3300万万円円

①夫と死別・離別した後、再婚していない又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる
②夫と死別後、再婚していない又は夫の生死の明らかでない人がある
上記①又は②と次の要件を満たす場合
・合計所得金額が500万円以下であること
・事実上婚姻関係にあると認められる相手がいないこと                        　　　　　　　　　　　　　　　  控控除除額額2266万万円円

支払保険料 × 1/2 + 2,500円

都条例のみで指定
同居特別

16万円

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超～1,000万円以下

1,000万円超

70,001円 ～

15,001円 ～ 40,000円

40,001円 ～ 70,000円

28,000円

110万円以下

123万円超

本人の合計
所得金額

控控除除額額

支払保険料の全額

支払保険料 × 1/2 + 7,500円

支払保険料 × 1/4 + 17,500円

35,000円

支払保険料の全額

支払保険料 × 1/2 + 6,000円

支払保険料 × 1/4 + 14,000円 123万円以下

56,001円 ～

32,001円 ～ 56,000円

雑雑損損控控除除

扶扶養養控控除除

セセルルフフメメデディィケケーー
シショョンン税税制制

((医医療療費費控控除除のの特特例例))

配配偶偶者者控控除除

支払保険料の金額

① 旧契約
(平成23年12月31日

以前の契約)

     1円 ～ 15,000円

社社会会保保険険料料控控除除

小小規規模模企企業業共共済済
等等掛掛金金控控除除

基基礎礎控控除除

生生命命保保険険料料控控除除
115万円以下

120万円以下

　　　　配配偶偶者者特特別別控控除除 控控除除額額

③ ①と②両方の場合

② 新契約
(平成24年1月1日

以降の契約)

     1円 ～ 12,000円

12,001円 ～ 32,000円

配偶者の合計所得金
額

特特定定親親族族特特別別控控除除
年齢が19歳以上23歳未満の親族（配偶者及び事業専従者を除く）の合計所得金額が58万円超123万円
以下の場合

医医療療費費控控除除

(寄附金 - 2,000円) × 10%(市民税6%、都民税4%)

33万円 22万円 11万円 控除適用なし

扶養親族の合計所得金額

95万円以下

100万円以下

105万円以下

控除適用なし

5588万万円円超
95万円以下

控控除除額額

4455万万円円

4411万万円円

33万万円円

66万万円円

1111万万円円

2211万万円円

3311万万円円

本人の合計所得
金額900万円以下

本人の合計所得
金額900万円超
950万円以下

本人の合計所得
金額950万円超
1,000万円以下

本人の合計所得
金額1,000万円超

改改 新新

改改

改改

改改

改改

新新



申告する方の1月１日の住所（１月１日以降に転出・転居をした場合は現住所も記載）・

生年月日・個人番号（マイナンバー）・電話番号を記入してください。

※代理人の方が申請する場合は、代理人の氏名と申告者との関係を記入してください。

１１ 収収入入ののななかかっったた方方　　（（令令和和７７年年１１月月１１日日かからら１１２２月月３３１１日日ままでで））

親族等に扶養されていた等により課税対象となる所得が全くなかった方は、

当てはまる箇所にレ点チェックを記入してください。

当てはまるものが無い場合、裏面９に前年の生活状況について詳細を記入してください。

２２ 収収入入ののああっったた方方　　（（令令和和７７年年１１月月１１日日かからら１１２２月月３３１１日日ままでで））

１年間の収入を所得の種類毎に記入してください。

①給与（給与がある方）

源源泉泉徴徴収収票票を添付してください。

複数の事業所から給与を受け取っている場合、すべての事業所の源泉徴収票が必要です。

また、源泉徴収票が無い場合は、裏面１に各月の明細金額・勤務先情報等を記入してください。

②公的年金（公的年金を受け取っている方）

公的年金等支払者（日本年金機構等）から送付された源源泉泉徴徴収収票票をを提提示示してください。

③その他
● 営業（営業等・農業）、不動産、譲渡・一時・雑（公的年金等以外の報酬、謝礼）による

収入がある方

詳細について、裏面２、３、４に記入してください。

所得金額の計算に必要な、収入・必要経費がわかる書類（写し可）を添付してください。

※必要経費の対象は、所得を得るための租税公課・商品の原価等の費用であり、 給給与与のの源源泉泉徴徴収収票票

事業に関連しないもの（所得税、市民税・都民税、住宅用家賃等）は含みません。
● 配当・株式譲渡による収入がある方

非上場株式の配当、少額配当については市民税・都民税の申告が必要ですので、

所得種類欄に「配当」と記入の上、金額を記入してください。

所得金額の計算に必要な、収入・必要経費がわかる書類（写し可）を添付してください。

※分離課税の所得等がある方は、課税課市民税係までお問い合わせください。

３３ 所所得得かからら差差しし引引かかれれるる金金額額にに関関すするる事事項項

AA 所所得得控控除除（（申申告告者者がが支支払払いいををししたたもものののの控控除除））

該当の項目に支払いがあった場合に記入してください。

BB 所所得得控控除除（（申申告告者者にに関関すするる控控除除））

申告者に該当する項目があった場合に記入してください。 ※改定通知書や振り込み通知書ではなく、源泉徴収票の

金額を記入してください。

CC 所所得得控控除除（（扶扶養養親親族族にに関関すするる控控除除））

申告者の扶養親族で該当する項目があった場合に記入してください。 公公的的年年金金のの源源泉泉徴徴収収票票

障害がある扶養親族の場合、手帳の提示が必要です。
● 国外に居住する配偶者や親族を扶養する場合、以下の書類を提出ください。

なお、外国語で記載されている場合は訳文も必要です。

親族関係証明書（外国の政府または地方公共団体が発行した書類）

送金関係書類（扶養する各人別に行ったことを明らかにする書類）
◎ 16歳未満の方は控除対象扶養親族ではありません。

ただし、ひとり親・寡婦控除や市民税・都民税の非課税基準の判定に必要です。

該当する場合は、「年少扶養」欄にレ点チェックを記入してください。

なお、１６歳未満の方が障害者手帳等をお持ちの場合、障害者控除が適用できます。
● １９～２２歳の方は特定親族にあたります。

「特親」欄に○を記入してください。

当該親族の方に収入がある場合、裏面５に収入金額を記入してください。 証明書等が必要な控除で、それらが添付・提示されていない場合は、その控除の適用を

受けられませんので、ご注意ください。 ※配偶者の年金収入を合算する申告誤りがよく見られます。

DD 寄寄附附金金控控除除（（ふふるるささとと納納税税等等）） ただし、源泉徴収票に記載がある場合、証明書等の添付・提示は必要ありません。 必ず申告者ご自身の年金収入のみを申告してください。

この手引きの「税額控除」の寄附金額控除欄をご覧の上、該当項目に金額を記入してください。 ※「年金額改定通知書・年金振込通知書」で支給額を確認

寄附金受領証明書を添付してください。 することはできません。「源泉徴収票」をご用意ください。

公的年金の収入の確認のため、源泉徴収票を提示してください。確認後返却いたします。

郵送で提出の場合は、コピーを送付してください。

源泉徴収票の提示が必要な項目

申申告告者者情情報報

太太枠枠のの中中をを記記入入ししててくくだだささいい

見見本本

見見本本

証明書等の添付が必要な項目

記記入入例例（（おおももてて））

３３－－A

３３－－ＢＢ

３３－－ＣＣ

３３－－ＤＤ

１ ２

引っ越し先の住所（引っ越していた場合）

武蔵村山市XX９－９９－９

武蔵 太郎
ムサシ タロウ

０９０－９９９９－９９９９

１ ２ ３ ４ ５ 6 7  8   9  ０ １ ２

武蔵 花子
本人

妻

29 4 1 武蔵 太郎

申告者情報

武蔵 花子 30 9 1
✓

✓

✓

４

1 12 1孫

１ ０ ９ ５ ２ ８ ８

２ １ ９ ７ ７ ２ ４

１３，０００

２ ３ ４ ５ 6 7  8   9  ０ １ ２ １

２ ３ ４ ５ 6 7  8   9 ０ １ ２ １

武蔵 村雄

５ ３ ４ ５ ２ 7  8   9 ０ ２ ２ １

17 7 1
✓孫

○

○

武蔵 みかん
✓

【扶養されていた、または援助を受けていた場合】

扶養している方の住住所所・・名名前前・・続続柄柄を記入してください。

同住所の場合は、同居にレ点チェックをしてください。

別居の場合は、住所を記入してください。

武蔵 一郎 子

✓
✓

【非課税の所得があった場合】

✓

添添

添添

添添

添添

添添

添添

添添

提提

提提



１１ 源源泉泉徴徴収収票票のの無無いい給給与与所所得得のの方方 ２２ 事事業業所所得得（（営営業業等等・・農農業業））・・雑雑所所得得（（公公的的年年金金以以外外のの収収入入））ががああるる方方

給与所得がある方で、源泉徴収票が無い場合は 収入と経費等の内訳を記入してください。
各月に明細金額・勤務先等を記入してください。 帳簿がある場合は添付してください。
※源泉徴収票を添付する場合、記入不要です。 帳簿の確認ができない場合、控除の適用が受けられません

のでご注意ください。

３３ 不不動動産産所所得得ががああるる方方 ４４ 総総合合譲譲渡渡・・一一時時所所得得ががああるる方方

収入と経費等の内訳を記入してください。 総合譲渡
帳簿がある場合は添付してください。 ゴルフ会員権や貴金属などの資産の譲渡が生ずる所得。
帳簿の確認ができない場合、控除の適用が 譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間
受けられませんのでご注意ください。 により短期と長期に区別します。

【短期】 保有期間が５年以内の資産の譲渡
【長期】 保有期間が５年を超える資産の譲渡

一時所得
生命保険の満期保険金や解約返戻金など。

５５ 特特定定親親族族扶扶養養控控除除・・特特定定親親族族特特別別控控除除ががああるる場場合合 ６６ 事事業業専専従従者者ががいいるる場場合合

おもて面（３－Ｃ）に記入した扶養親族の氏名・ 生計を一にする配偶者、１５歳以上の親族で、その従事した期間
続柄・生年月日・個人番号（マイナンバー）・ が１年を通じ６ケ月を超える方に給料を払った場合、それを必要
収入・所得種類について記載してください。 経費とすることができます。
収入が無い場合は、「０円」と記入してください。 ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は除きます。
記載がない場合、正しい控除額が算定できません 事業専従者控除の限度額
のでご注意ください。 配偶者　８６万円 その他　５０万円

７７ 別別居居のの扶扶養養親親族族等等ががいいるる場場合合

おもて面（３－Ｃ）に記入した扶養親族が別居の場合、氏名・住所・生年月日を記載してください。
国外居住の扶養親族がいる場合は該当の区分にレ点チェックを記入してください。

年齢１６歳以上３０歳未満の方
年齢７０歳以上の方
年齢３０歳以上７０歳未満の方で以下のいずれかに該当する方

８８ 所所得得金金額額調調整整控控除除にに該該当当すするる方方

以下の対象者となる方は、該当者の氏名等を記入してください。
該当者が複数いる場合は、任意の１名を記入してください。

給与等の収入金額が８５０万円を超える、次のいずれかに 給与所得金額から次に相当する額を控除
該当する方 （給与等の収入金額－８５０万円）×１０％

①２３歳未満の扶養親族を有する方 ※収入金額が１，０００万円超の場合
②特別障害者に該当する方 収入金額を１，０００万円として計算
③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方

給与所得金額から次に相当する額を控除
（給与所得＋公的年金等雑所得）－１０万円

※給与所得または、公的年金等雑所得の金額が
　１０万円を超える場合にはそれぞれ１０万円
　を上限とする

９９ 収収入入ののななかかっったた方方

おもて面（１）であてはまるものがなかった場合は、こちらに前年の生活状況の詳細を記入してください。

各各項項目目のの対対象象ととななるる方方はは、、太太枠枠のの中中をを記記入入ししててくくだだささいい

「親族関係書類」、「送金関係書類」(金額問わず)

扶扶養養控控除除にに係係るる必必要要書書類類ににつついいてて

給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、所得の合計金額が
１０万円を超える方

対対象象者者 総総所所得得金金額額計計算算ににおおけけるる控控除除額額

対対象象ととななるる国国外外居居住住親親族族のの範範囲囲

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

②障害者の方

③申告者からその年において生活費又は教育費に充てるた
　 めの支払いを３８万円以上受けている方

「親族関係書類」、「３８万円以上の送金関係書類」

「親族関係書類」、「送金関係書類」(金額問わず)、
「留学ビザ等書類」

「親族関係書類」、「送金関係書類」(金額問わず)、
「障害の状態が確認できる書類」

記記入入例例（（ううらら））

１

２

３

４

５

６

７

８

９

事事業業所所得得・・雑雑所所得得ががああるる場場合合

不不動動産産所所得得ががああるる場場合合

源源
泉泉
徴徴
収収
票票
がが
なな
いい
場場
合合

総総合合譲譲渡渡・・一一時時所所得得ががああるる場場合合

事事業業専専従従者者ががいいるる場場合合

別別居居のの扶扶養養親親族族等等ががいいるる場場合合

所所得得金金額額調調整整控控除除にに該該当当すするる方方

収収入入ののななかかっったた方方

武蔵 村雄
ムサシ ムラオ

孫 17 7 1

1,400,00５ ３ ４ ５ ２ 7 8 9 ０ ２ ２ １

特特定定親親族族扶扶養養控控除除・・特特定定親親族族特特別別控控除除ががああるる場場合合


